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(57)【要約】
　本発明は、等温筐体（３）を冷却する設備およびその
温度を維持する方法に関し、この筐体は：－　熱モータ
（８）によって駆動される圧縮器（７）および蒸発器（
１３）を備える冷却装置（５）、－　熱化学タイプの冷
却システム（１５）であって、蒸発後に反応剤と化合す
ることができる液化ガスの入ったタンク（２３）を備え
、反応剤が、反応装置（１７）に入っている反応性塩と
膨張天然黒鉛との混合物で構成され、得られた反応生成
物が、加熱手段によって再生成されることができ、この
冷却システムが蒸発器（２５）および凝縮器（２１）を
備える、冷却システムを備える。この設備は：－　前記
冷却システムの前記蒸発器（２５）は、該冷却システム
の前記蒸発器（１３）の上流で前記冷却装置（５）の前
記冷却回路と熱接触していること、－　前記冷却システ
ムの前記反応装置は、動作時に前記熱モータによって消
費された熱エネルギーを使用する加熱手段と熱接触して
いること、－　使用される膨張天然黒鉛の仮比重が１０
０から１２０ｋｇ／ｍ３の間であること、－　前記反応
剤中の塩の質量分率が５０％から７５％の間であること
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　等温筐体（３）を冷却して温度を維持する設備であって、
　－　熱モータ（８）によって駆動される圧縮器（７）、冷却液の循環回路、減圧弁（１
１）、凝縮器（１９）および蒸発器（１３）を備える冷却装置（５）、ならびに
　－　熱化学タイプの冷却システム（１５）であって、蒸発後に反応剤と化合することが
できる液化ガスの入ったタンク（２３）を備え、前記反応剤が、反応装置（１７）に入っ
ている反応性塩と膨張天然黒鉛との混合物で構成され、前記化合が、発熱による熱化学反
応に従って起こり、得られた反応生成物が、逆の熱化学反応に従って前記ガスを放出する
加熱手段によって再生成されることができ、前記冷却システムが蒸発器（２５）および凝
縮器（２１）を備える、冷却システム
を備える設備において、
　－　前記冷却システムの前記蒸発器（２５）は、該冷却システムの前記蒸発器（１３）
の上流で前記冷却装置（５）の前記冷却回路と熱接触していること、
　－　前記冷却システムの前記反応装置は、動作時に前記熱モータによって消費された熱
エネルギーを使用する加熱手段と熱接触していること、
　－　使用される膨張天然黒鉛の仮比重は、１００から１２０ｋｇ／ｍ３の間であること
、
　－　前記反応剤中の塩の質量分率は５０％から７５％の間であること
を特徴とする、設備。
【請求項２】
　前記熱接触は、熱交換器を用いて実現されることを特徴とする、請求項１に記載の等温
筐体（３）を冷却して温度を維持する設備。
【請求項３】
　前記熱交換器は、液体と液体とを交換するタイプのものであることを特徴とする、請求
項２に記載の等温筐体（３）を冷却して温度を維持する設備。
【請求項４】
　前記熱交換器は、前記熱化学システムの前記蒸発器（２５）で構成されることを特徴と
する、請求項２または３に記載の等温筐体（３）を冷却して温度を維持する設備。
【請求項５】
　前記加熱手段は、前記熱モータ（８）の排気ガスで構成されることを特徴とする、請求
項１～４のうちいずれか一項に記載の等温筐体（３）を冷却して温度を維持する設備。
【請求項６】
　前記反応装置（１７）は、前記熱モータ（８）の排気管（３０）に接続される導管を通
されることを特徴とする、請求項５に記載の等温筐体（３）を冷却して温度を維持する設
備。
【請求項７】
　前記加熱手段は、前記熱モータの水または油の回路で構成されることを特徴とする、請
求項１～４のうちいずれか一項に記載の等温筐体（３）を冷却して温度を維持する設備。
【請求項８】
　等温筐体（３）を冷却して温度を維持する方法であって、本質的に２つのステップ、す
なわち前記筐体（３）を所定の指定温度まで冷却するステップ、および前記筐体を前記指
定温度に維持するステップを含み、以下の設備：
　－　熱モータ（８）によって駆動される圧縮器（７）、冷却液の循環回路、減圧弁（１
１）、凝縮器（９）および蒸発器（１３）を備える冷却装置（５）、ならびに、
　－　熱化学タイプの冷却システム（１５）であって、蒸発後に、反応装置（１７）に入
っている反応剤と化合することができる液化ガスの入ったタンク（２３）を備え、前記反
応剤が、反応性塩と膨張天然黒鉛との混合物で構成され、前記膨張天然黒鉛の仮比重が１
００から１２０ｋｇ／ｍ３の間であり、前記反応剤中の塩の質量分率が５０％から７５％
の間であり、前記化合が発熱による熱化学反応に従って起こり、得られた反応生成物が、
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逆の熱化学反応に従って前記ガスを放出する加熱手段によって再生成されることができる
、冷却システム
を作動させる方法において、
　－　前記冷却ステップで、前記冷却液が前記蒸発器（１３）に入る前に、前記熱化学冷
却システムを用いて前記冷却装置（５）の前記冷却液を冷却し、
　－　前記反応生成物の加熱を前記熱モータによって放出された熱を用いて実現する、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、とりわけ車両に配置されるタイプの等温コンテナでとりわけ構成された筐体
を冷却し低温に維持する設備であって、車両が商品を輸送するようにできていて、車両の
輸送中に商品が常時保冷される設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような商品を輸送するトラックやセミトレーラなどの車両は、冷却装置（ｄｉｓｐ
ｏｓｉｔｉｆ　ｄｅ　ｒeｆｒｉｇeｒａｔｉｏｎ）、いわゆる冷却装置（ｇｒｏｕｐｅ　
ｆｒｉｇｏｒｉｆｉｑｕｅ）が装備されていることが知られ、該装置では、モータ、とり
わけディーゼルタイプの熱モータで駆動される圧縮器が使用され、このモータはほとんど
の場合、車両のモータとは異なるものである。公知のとおり、この冷却装置では、冷気は
、冷却する筐体内に配置された蒸発器内の冷却液を蒸発させて生成され、ガスはその後、
圧縮器で圧縮されて前記筐体の外部に配置された凝縮器で凝縮される。
【０００３】
　冷却装置に要求される仕事の負荷は、第１のステップ、いわゆるクールダウンステップ
で、コンテナの温度を周囲温度から指定温度に下げるように等温コンテナを冷却し、第二
に、第２のステップ、いわゆる維持ステップで、指定温度を輸送中に常時一定に維持する
ことにあることが知られている。
【０００４】
　ところが、経験から、クールダウンステップで圧縮器に求められるエネルギーは、トラ
ックの場合の約３０％およびセミトレーラの場合の１５％であるため、圧縮器を駆動して
いるモータから出力される総出力のかなりの部分を占めていることがわかっている。した
がって、冷却装置は、クールダウン段階は通常非常に長く、つまり約３～５時間であるこ
とがわかっているため、当然ながら特定の動作条件に応じて、１時間あたり３～５リット
ルの燃料を消費する可能性がある。よってその結果、様々な欠点が生じる。
【０００５】
　第一に、筐体のクールダウンにかかる長い時間および熱モータに求められる出力により
、燃料が大量に消費され、これによって運転コストが上昇するほか、環境面でも騒音面で
も公害が発生する。
【０００６】
　第二に、クールダウンの時間により、使用者の物資が長時間にわたって収益のないまま
不動状態になることを強いられるため、使用者にとっては不利な要素になる。
【０００７】
　第三に、冷却力にはクールダウン段階が必要であるため、圧縮器とこの圧縮器の駆動モ
ータとを同時に必要以上に大きくせざるを得ず、これは重量面、材料面、消費面および公
害面で同時に不利である。
【０００８】
　このほか、とりわけ本出願人による仏国特許第１０．０４１２０号明細書および仏国特
許第１１．０３２０９号明細書により、冷気を生成する熱化学システムであって、本質的
に２つの素子すなわち、液相ガスが入った蒸発器／凝縮器と反応性塩が入った反応装置と
で構成された熱化学システムが知られている。このような熱化学システムは、２つの異な
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る段階、すなわち冷気生成段階および再生成段階で動作する。
【０００９】
　冷気生成段階、または低圧段階では、蒸発器／凝縮器に蓄積されたガスが蒸発し、これ
によって所望の冷気生成を起こし、この気相ガスが発熱反応の過程で、反応装置に入って
いる反応性塩に反応する。
【００１０】
　このようなシステムでは、液状ガスの備蓄が使い果たされると、冷気生成段階は終了し
、いわゆる再生成の段階でシステムを再生しなければならないことがわかる。
【００１１】
　この再生成段階、または高圧段階の始めに、反応装置は、ガスが反応性塩と化合して生
じる反応生成物を含んでいる。よって再生成の動作は、反応装置に入っている反応生成物
を加熱してこのガスを放出することからなり、このガスは、放出されると蒸発器／凝縮器
で凝縮される。その時点で熱化学システムは、新たな冷気生成サイクルに対して再び利用
可能な状態になる。
【００１２】
　欧州特許第１３９１２３８号明細書により、水および沸石を吸収するシステムも知られ
ている。このシステムでは、車両空調システムの冷却回路の凝縮器を冷却し、これによっ
てこのシステムの冷却力を増強できる。このような吸収システムは、５°Ｃ未満の温度で
は蒸発させないため、システムの出力を一貫して制限する作用があることがわかる。これ
はこの明細書には不適切であり、この明細書では約４ｋＷの出力を得られなければならな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】仏国特許第１０．０４１２０号明細書
【特許文献２】仏国特許第１１．０３２０９号明細書
【特許文献３】欧州特許第１３９１２３８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、前述した先行技術の様々な欠点を回避できるとともに、上記の出力を放出で
きる、冷気を生成して維持する設備を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　したがって、本発明は、等温筐体を冷却して温度を維持する設備であって、
　－　熱モータによって駆動される圧縮器、冷却液の循環回路、減圧弁、凝縮器および蒸
発器を備える冷却装置、ならびに
　－　熱化学タイプの冷却システムであって、蒸発後に反応剤と化合することができる液
化ガスの入ったタンクを備え、反応剤が、反応装置に入っている反応性塩と膨張天然黒鉛
との混合物で構成され、この化合が、発熱による熱化学反応に従って起こり、得られた反
応生成物が、逆の熱化学反応に従って前記ガスを放出する加熱手段によって再生成される
ことができ、この冷却システムは蒸発器および凝縮器を備える、冷却システム
を備える設備において、
　－　前記冷却システムの蒸発器は、該冷却システムの蒸発器の上流で冷却装置の冷却回
路と熱接触していること、
　－　冷却システムの反応装置は、動作時に熱モータによって消費された熱エネルギーを
使用する加熱手段と熱接触していること、
　－　使用される黒鉛の仮比重は、１００から１２０ｋｇ／ｍ３の間であること、
　－　反応剤中の塩の質量分率は５０％から７５％の間であること
を特徴とする、設備を目的とする。
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【００１６】
　この熱接触は、有利には、熱交換器、とりわけ液体と液体とを交換するタイプの熱交換
器を用いて実現されることができ、この熱交換器は、好ましくは熱化学システムの蒸発器
で構成される。
【００１７】
　反応装置には、熱モータの排気管に接続される導管を通すことができる。
【００１８】
　加熱手段は、熱モータの水または油を冷却する回路で構成されてもよい。
【００１９】
　本発明は、等温筐体を冷却して温度を維持する方法であって、本質的に２つのステップ
、すなわちこの筐体を所定の指定温度まで冷却するステップ、およびこの筐体を前記指定
温度に維持するステップを含み、以下の設備： 
　－　熱モータによって駆動される圧縮器、冷却液の循環回路、減圧弁、凝縮器および蒸
発器を備える冷却装置、ならびに、
　－　熱化学タイプの冷却システムであって、蒸発後に、反応装置に入っている反応剤と
化合することができる液化ガスの入ったタンクを備え、反応剤が、反応性塩と膨張天然黒
鉛との混合物で構成され、膨張天然黒鉛の仮比重が１００から１２０ｋｇ／ｍ３の間であ
り、反応剤中の塩の質量分率が５０％から７５％の間であり、この化合が、発熱による熱
化学反応に従って起こり、得られた反応生成物が、逆の熱化学反応に従って前記ガスを放
出する加熱手段によって再生成されることができる、冷却システム
を作動させる方法において、
　－　冷却ステップで、冷却液が蒸発器に入る前に、熱化学冷却システムを用いて冷却装
置の冷却液を冷却し、
　－　反応生成物の加熱を熱モータによって放出された熱を用いて実現する、
方法も目的とする。
【００２０】
　以下、非限定的な例として、添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明していく。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明による冷却・温度維持設備を装備したセミトレーラ車両のトレーラの全体
概略図である。
【図２】本発明による設備の概略図である。
【図３】先行技術による冷却装置および本発明による冷却装置それぞれの冷却サイクルを
示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１には、内部容量がとりわけ生鮮食品を輸送するための冷却コンテナ３を構成してい
るセミトレーラのトレーラ１を示している。このトレーラ１には、従来のタイプの圧縮器
を有する冷却装置５が備えられ、この冷却装置を図２に詳細に概略的に示した。
【００２３】
　したがって、この冷却装置は、ディーゼルモータ８によって駆動される圧縮器７であっ
て、凝縮器９を通る冷却液回路、減圧弁１１および冷却コンテナ３内に配置されている蒸
発器１３に接続されている圧縮器を備えている。
【００２４】
　本発明による冷却設備は、熱化学システム１５で構成された冷却手段も有し、同システ
ムは、公知のとおり、コンテナ３の外部に配置された反応装置１７、コンテナ３内に配置
された電磁弁１９、凝縮器２１、気相ガスの入ったタンク２３、および蒸発器２５で連続
的に形成された回路を備えている。
【００２５】
　本発明によれば、蒸発器２５は、螺旋管２６が貫通している交換器の形態で実現され、
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螺旋管の入口Ｅ１は冷却装置５の凝縮器９の出口Ｓ１に結合し、出口Ｓ２は蒸発器１３の
上流に配置された冷却装置の減圧弁１１の入口Ｅ２に結合している。
【００２６】
　公知のとおり、反応装置１７は、本発明のこの実施形態では塩化マンガンで構成された
塩を、この場合は膨張天然黒鉛で構成されたバインダーマトリックスと混合して形成され
た反応剤を収容している。本発明によれば、本明細書で十分なエネルギーを十分急速に放
出するためには、使用された天然黒鉛の仮比重が１００ｋｇ／ｍ３から１２０ｋｇ／ｍ３

の間でなければならず、反応剤中の塩の質量分率が５０％から７５％の間でなければなら
ないことを確認した。
【００２７】
　このようにして熱伝達および反応剤へのガス放散を最適にする。現在のパラメータによ
り反応装置は、熱化学反応の際に発生した反応の熱をより容易に引き出せるとともに、ガ
スをより急速に吸収・脱着でき、これによって蒸発したガスの流量がさらに多くなり、こ
れに伴い熱化学システムの出力がさらに大きくなる。
【００２８】
　仮比重とは、膨張天然黒鉛の体積が黒鉛自体で占められている体積で、この体積に黒鉛
の様々な粒子どうしの間にある隙間の体積を加算するべきである密度のことである。
【００２９】
　この反応剤は、冷気生成段階、いわゆる吸収段階では、タンク２３から来る気相ガス、
とりわけアンモニアと反応でき、発熱による熱化学反応の過程で反応生成物を発生させ、
いわゆる再生成段階では、逆の熱化学反応の過程で、反応生成物を加熱することによって
前段で吸収されたガスを放出できる。
【００３０】
　反応剤として他の塩、とりわけ塩化ニッケルまたは塩化鉄などを利用することもできる
。
【００３１】
　タンク２３から出てくる液体ガスは、蒸発器２５内で膨張した際に冷気を発生させ、反
応剤に吸収されたガスは、反応装置１７内で発熱による熱化学反応が起こることで熱を発
生させることがわかる。本発明によれば、蒸発器１３の上流で冷却装置の冷却液を急速に
再冷却するために使用されるのは、蒸発器２５で生成された冷気である。
【００３２】
　本発明による設備の稼働および動作管理は、例えば図示していないマイクロコントロー
ラを用いて行われる。
【００３３】
　等温コンテナ３を全体的に稼働させる前に、熱化学システム１５を用いてこのコンテナ
の温度を指定値にする。
【００３４】
　このようにするために、所定時間（約１時間だがとりわけコンテナ３の体積、指定温度
、冷却設備の出力によって異なる）にわたって、冷却設備の管理手段は、熱化学システム
および冷却装置５の動作を作動させる。このような条件では、熱交換器２５内でほぼ瞬時
に冷気を発生させるという利点を有する熱化学システムは、冷却装置に配置された螺旋管
２６を通っている冷却装置５の冷却液の温度を下げることがわかる。
【００３５】
　したがって、本発明によれば、冷却装置５の動作条件は、通常の動作に対して修正され
た状態である。なぜなら、蒸発器１３に入る通常約４０°Ｃである冷却液の温度は、その
ときには－２０°Ｃから２０°Ｃまでの値、好ましくは約０°Ｃに下がった状態だからで
ある。
【００３６】
　このような条件では、冷却装置の動作サイクルは相当修正された状態になることがわか
る。図３には、比較目的で、冷却液が温度３５°Ｃで蒸発器１３に入るという先行技術に
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よる冷却装置の動作サイクル（点線）を示すとともに、冷却液が温度０℃で蒸発器に入る
という本発明に従って修正した冷却装置の同じ動作サイクル（実線）を示した。この図か
ら、蒸発器１３の上流で冷却液の温度を下げることは、蒸発のエンタルピーΔΗが上昇す
る効果があり、その結果、冷却設備の冷気生成力が増大する効果があることがわかる。
【００３７】
　クールダウンステップが終了すると、つまり冷却コンテナ３の温度が所定の指定温度に
達したとき、冷却設備の管理システムは、熱化学システムの動作を停止し、同システムの
再生成ステップを開始する。
【００３８】
　このような再生成ステップは、吸収段階で反応装置１７で形成された反応生成物を加熱
して、ガスが放出される逆の熱化学反応を起こすことからなることがわかる。
【００３９】
　この加熱は、様々な手段、とりわけ反応装置を包囲している電気加熱マントルを用いて
行うことができる。
【００４０】
　本発明の特に有益な実施形態では、図２に示したように、このような加熱を行うために
、冷却装置の圧縮器７を駆動する際に熱モータ８によって発生した熱を利用する。
【００４１】
　このようにするために、図２に示したように、熱モータ８の排気管３０は、反応装置８
に接続され、電磁弁３１を介して反応装置１７の端から端まで貫通している。したがって
、熱化学システムの冷気生成段階の間、マイクロプロセッサは電磁弁３１を閉位置に維持
し、再生成段階の間は開位置に切り替え、これによってモータ８から出る排気ガスは、反
応装置１７に入っている反応生成物を再加熱でき、前記生成物中に閉じ込められているガ
スを放出できる。
【００４２】
　このような実施形態は、特に簡易な構造である上に、熱化学システムの再生成に費やさ
れたエネルギーに対して実質的な省エネルギーを実現できる点が有益である。
【００４３】
　例えば、反応剤を再生成するために、モータの動作時に高温に保たれたモータの流体を
利用することも可能である。
【００４４】
　したがって、本発明は様々な点で特に有益である。
【００４５】
　本発明により、第一に、必要な所定の同一の冷却力に対して、クールダウンステップで
必要な出力が熱化学システムによって実現される限り、必要とする冷却装置には、先行技
術で用いた出力よりもかなり低い出力でよい。
【００４６】
　実現される省出力は、熱化学システムの再生成ステップが、冷却装置の熱モータによっ
てその動作過程で発生する熱を用いて「無費用で」行われるだけに、一層重要である。
【００４７】
　したがって、設備と同じくらいの所望の出力で、冷却装置の出力を低減し、これに伴い
寸法を縮小し、冷却装置の費用もその燃料消費に関わる費用も削減することが可能である
。
【００４８】
　本発明により、第二に、熱化学システムによって供給される冷気は直ちに利用可能なた
め、冷却コンテナのクールダウンステップの時間を短縮できるほか、クールダウンステッ
プ時に使用者が貴重な時間を節約できる。
【００４９】
　最後に、本発明により、冷却装置の出力を低減して、冷却装置の重量および寸法の点で
相当な節約を実現できる。
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【００５０】
　本発明により、第三に、熱モータの出力が低い上に、クールダウン段階での熱モータの
動作時間が短いという理由から、圧縮器を駆動する熱モータによって放出される汚染物質
を削減できる。

【図１】

【図２】
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